
広報つべつ　2026年 3月号広報つべつ　2026年 3月号 1617

津別町ペレット協同組合からのお知らせ
津別町手をつなぐ育成会で
　　　木質ペレットを販売します

道の駅あいおいに
EV 充電器が設置されました！

　木質ペレットの個人用小袋（15㎏）を、津別町手をつなぐ育成会でも代理販売することに
なりました。1 袋 15㎏の小袋を 780 円（税別）にて販売します。
お車への積込みのお手伝いや、配送も承ります。
※購入及び配送希望の際は育成会に事前にお電話ください。
配送料は市街地は一律 300 円、その他は一律 500 円です。
※原則、津別町民のみへの販売に限定いたします。
※従来通り山上木工㈱でも販売を継続します。

津別町手をつなぐ育成会　
津別町字一条通 21 番地 1　☎ 080-2605-6912
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harge 株式会社（本社：東京都）により急速充電対応のＥＶ充電器が設置され、1 月 22 日（木）
より稼働を開始しました。EV 車でお越しの際には、ぜひご利用ください。

　ＥＶ車（電気自動車）は走行時に CO₂ を排出しない環境
負荷が少ないクリーンな次世代自動車です。
　今後の脱炭素社会の実現に向けて普及拡大していくとみら
れており、さまざまな自治体でＥＶ充電器の設置が進められ
ています。
　充電器は 24 時間 365 日使用可能です。
操作方法でお困りの際は、Terra Charge カスタマーサポー
トまでお問い合わせください。
問い合わせ先
Terra Charge カスタマーサポート
☎ 03-6824-0797

（店舗販売・配送）
毎週火曜～土曜　午前９時３０分～午後３時

販売場所 販売日時

町内初！

問い合わせ先　再エネ推進係　17 番窓口　☎ 77 － 8387

　町では、産業、福祉、芸術文化、スポーツ、コミュニティ活動などさまざまな分野で地域の活性化を図る
ことを目的に、まちづくりのリーダー育成および町民の自主的なまちづくり活動を支援する「人づくり・ま
ちづくり活動支援事業」を行っています。事業に応募される方・団体は、下記の要領でお申し込みください。

津別町人づくり・まちづくり活動支援事業
募集のお知らせ（令和８年度第１回）

●事業内容
　町民が国内外で研修する事業

●補助額　
　補助対象経費の１／２以内
　※交付限度額：国内　８万円
　　　　　　　　国外２０万円

●事業内容
　町内の団体が既存の活動の拡充となる自主的
　なまちづくり活動を行う事業

●補助額　　　
　補助対象経費の総額以内
　※交付限度額：１００万円（下限額５万円）

募集期間
３月２日（月）～３月２５日（水）

審査会
４月を予定（申請者による審査委員へのプレゼン

テーション形式）
応募書類
　町ホームページからダウンロード、または企画係
14-1 番窓口までお申し出ください。

事業の採択
　役場住民企画課の審査を経て、町民で構成された
審査員による審査会を開催し、事業の採択を決定し
ます（採択の可否は後日文書にて通知します）。

その他
●過去に申請した団体も別事業での申請が可能です。
●団体については、団体名義の口座が必要です。
　（採択後に補助金を振り込むため）
●補助対象外経費でも審査委員会で認められたもの
　については対象経費となります。

人づくり活動支援事業 まちづくり活動支援事業

奨学金返還支援事業助成金制度

対象者（次の条件をすべて満たす方）

町内に新規就労する方に、奨学金返還の支援をします。

①奨学金の貸与を受けて大学、短期大学、専
　修学校専門課程、高等専門学校（第４学年
　及び第５学年）を卒業した方
②新規就労で津別町へ転入した方または既に
　居住していて新規就労する方
③津別町内の事業所を有する事業主に、令和
　８年４月１日以降に新たに正規雇用され、
　申請年度末まで継続して雇用される見込み
　のある方（自営の場合も含みます）
④奨学金の返還に滞納がない方
⑤町税等に滞納がない方

助成金額　申請年度内に返還した奨学金の額
（年額１２万円が上限）
※上記は、大学へ進学した場合です。短期大
　学（２年）の場合は最大６０万円（６万×１０
　年間）になります。

助成期間　１０年間
※助成対象として認められた最初の返還月か
　ら起算して１０年間を限度とします。

　申請書類を郵送または持参により、住民企
画課企画係に提出してください。申請書類は、
町のホームページからダウンロードできます。
ホームページ URL
https://www.town.tsubetsu.hokkaido.
jp/benri/josei_shien/sien/2083.html

① 津別町奨学金
② 独立行政法人日本学生支援機構奨学金
③ 母子父子寡婦福祉資金貸付金（修学資金）
④ 生活福祉資金貸付制度（教育支援費）
⑤ その他町長が認める奨学金等

最大１２０万円（１２万円×１０年間）

助成内容

申請方法
対象となる奨学金

問い合わせ先
企画係　14-1 番窓口
☎ 77－8374　




